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懇話会
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(1) 協働の言葉の定義 3 (1) 協働・共創の言葉の定義

① ネットワーク社会への変化
① 社会情勢の変化
・人口減少、高齢化の中、デジタル化が進むなど変化す
る社会の現状

② みんながまちづくりに関わる時代
② みんなが関わるまちづくり
・みんながやりたいことを少しずつやるような感じ。内
発的動機で動く時代等

③ 地域分権と市民主体のまちづくり
③ 多様な主体によるまちづくり
・市民活動団体・NPO法人・企業・学校等

① 市民活動団体等にとっての効果 ① 市民活動団体等にとっての効果【変更なし】

② 行政などにとっての効果 ② 行政等にとっての効果【変更なし】

③ 市民活動団体等、行政などにとっての効果
③ 市民活動団体等、行政などにとっての効果【変更な
し】

7

① 相互理解の原則【変更なし】

② 対等の原則【変更なし】

③ 自主性尊重の原則【変更なし】

④ 目的共有と役割分担の原則【変更なし】

⑤ 情報公開の原則【変更なし】

⑥ 評価・検証の原則【変更なし】

(2) 協働・共創の範囲 【変更なし】

〇 事業委託【変更なし】

9 〇 資金的支援（補助・助成金など）【変更なし】

① 相互理解の原則 〇 寄付・協賛【クラウドファウンディング追加】

② 対等の原則 〇 共催（実行委員会）【変更なし】

③ 自主性尊重の原則 〇 事業協力【変更なし】

④ 目的共有と役割分担の原則 〇 人的支援（プロボノなど）【変更なし】

⑤ 情報公開の原則 〇 後援【変更なし】

⑥ 評価・検証の原則 〇 指定地域共同活動団体制度

(2) 協働の範囲 10 〇 自主参加方式

〇 事業委託 ① 協働・共創を進めるための環境づくり【変更なし】

〇 資金的支援（補助・助成金など） ② 目的の共有【変更なし】

〇 寄付・協賛 ③ 事業（活動）及び役割分担の決定【変更なし】

〇 共催（実行委員会） ④ 協働・共創で取り組む事業の実施【変更なし】

〇 事業協力 ⑤ 協働・共創で行った事業の評価【修正】

〇 人的支援（プロボノなど） 7

7

(1) 自治区・自治会 7

(2) 世代別・機能別の地域団体や市が依頼する委員
等

① 協働を進めるための環境づくり (3) 市民活動団体(テーマ型団体)・企業・学校

② 目的の共有 (4) まちづくり協議会 11

③ 事業（活動）及び役割分担の決定 13

④ 協働で取り組む事業の実施 (1) 地域活動の担い手の維持・継続

⑤ 協働で行った事業の評価 (2) 地域コミュニティ組織全般

14 (3) 自治区・自治会 14

① 目指すべき地域コミュニティの方向性 (4) まちづくり協議会 16

② 地域コミュニティの範域

(1) 地域コミュニティの将来像 ① 目指すべき地域コミュニティの方向性

17 23

17 23

① 若者や団塊世代など多様な世代の活動への参加 (1) 地域カルテの作成 ① 役割の棚卸と地域カルテの作成

② 多様な人材の登用 ① 協議会型

(2) 情報提供の充実 ① 市民活動団体の情報の集約と提供 ② 多活動マッチング型

① 市民活動団体の自立化支援 ① 防災・防犯

② 市民活動団体の自立化に向けた新たな支援策の
検討

② 自主的な役割

19 24

① つながる場づくしの推進

② 地域のコーディネーター・ファシリテーターの
配置

① 中間支援機能の連携強化 19 ① 制度

② 地域における中間支援機能の充実 ② 団体の活動事例

③ 実務者の情報交換、交流の場づくり ③ 協働事業提案制度期間終了後の育成等

21

① 制度
・条例の制定の必要性

① 協働事業提案制度の創設 ② 期待される効果

② 協働契約制度などの仕組みの検討 24

③ 協働事業の評価・公表 ① 協議会型（自治会との融合）

① 職員の理解促進 ② 協議会型（ふれあい協議会との融合）

② 地域における理解促進

① 協働を推進する委員会の設置

② 指針の見直し ④ 多活動マッチング型（大学の参加）

23

(1) 地域意識の醸成 ① 情報の積極的な提供と共有

(2) 地域活動の整理 ① 地域で活動する団体の情報共有と整理

(3) 地域でのネットワークづくり ① 住民がつながる場づくりの推進

① 地域づくりを包括的に推進する組織づくり 24

② 地域ビジョンの共有 25

③ 地域と行政との協働

④ 地域コミュニティに対する財政的支援

(4) 地域での協働を推進する組織づくり

26

③ 多活動マッチング型（協働事業提案制度採択団体と
の協働）

(3) 推進体制の整備 22

４ 地域コミュニティにおける協働を推進する
(2) まちづくり協議会の法人化

① NPO法人
・担い手、組織の継続

23

(2) 中間支援機能の充実 (2) 協働事業提案制度
20

３ 協働をさらに推進する仕組みをつくる (3) 指定地域共同活動団体

(1) 協働を推進するための制度や仕組みの整備

21

３ 協働・共創を踏まえた地域ごとのモデルの提示と支援

(1) 地域コミュニティのモデル
(2) 協働に関する理解促進

２ 活動する人たちをつなげる ２ 多様な担い手の参加を促す仕組

(1) ネットワークづくり 19 (1) まちづくり協議会交流会 ① 制度

(1) 活動への参加促進
17

(2) まちづくり協議会の類型

(3) 市民活動の活性化 18 (3) 自治区・自治会の役割分担

１ 担い手を増やす １ 地域の特性を踏まえた団体間の役割分担

9

(4) 協働の進め方 13 ２ 協働・協働社会における地域コミュニティをめぐる諸課題

13

４ 協働社会における地域コミュニティのあり方

(1) 地域コミュニティの将来像 15
３ 協働・共創社会における地域コミュニティのあり方

Ⅱ 協働のまちづくりの推進方策 Ⅲ 協働・共創に基づく地域住民自治の実現方策

(3) 協働の形態

11
(4)　協働・共創の進め方

12

Ⅱ 協働・共創社会における地域コミュニティの現状と課題

〇 後援

１ 協働・共創社会における地域コミュニティ組織の現状

２ 協働の現状と課題 ２ 協働・共創の基本的な考え方

(1) 三田市市民活動支援基本指針によるまちづくり 7

(1) 協働・共創の原則

(2) 地域活動 8

(3) 協働・共創の形態

３ 協働の基本的な考え方

(1) 協働の原則 9

(3) 協働で期待される効果 6 (3) 協働・共創で期待される効果

三田市協働のまちづくり基本指針の構成（案）について
三田市協働のまちづくり基本指針の構成 三田市協働のまちづくり基本指針の構成（改訂案）

はじめに はじめに（「共生」についてここで触れておく。）

Ⅰ 協働の理念と基本的な考え方 Ⅰ 協働・共創の理念と方向性

１ 協働とは １ 協働・共創とは

(2) 協働が求められる背景と必要性 5 (2) 協働・共創が求められる背景と必要性


